
 

 
 

宇部市は命をつなぐドナーを支援します 

骨髄の提供には入院や通院が必要になります。  

宇部市では、日数に応じて、１日あたり 2 万円を助成します。ただし、１４万円 

 （２万円×７日）が上限です。 

※最終同意後に骨髄等の提供が中止になった場合も同様の助成を行っています。 

 

♥助成対象者♥ 

１．日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄等の提供を完了した

方（中止になった場合は最終同意まで至った方）で、骨髄バンクからこれを証

明する書類の交付を受けた方 

２．骨髄等を提供した日（中止になった場合は最終同意をした日）において、市内

に住所を有する方 

３．他の自治体等が実施する同種同類の助成金等を受けていない者 

 

♥申 請 方 法♥ 

１．必要書類 （１）宇部市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書 

          ※申請書は宇部市のホームページからダウンロードできます 

        （２）日本骨髄バンクが発行する証明書 

                

２．申請期間  骨髄等の提供を完了した日（中止の場合は最終同意した日）から

１年以内 

 ３．申 請 先  宇部市琴芝町二丁目１番１０号 宇部市健康増進課 

                                         （宇部市保健センター） 
 

      コッコとズーズ  

（骨髄バンクキャラクター） 

問い合わせ先  宇部市健康増進課 （宇部市保健センター） 

ＴＥＬ：（0836）31-1777   ＦＡＸ：（0836）35-6533 
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